
 

 

「地域発 元気づくり支援金」事業の検討にあたって 

～関係者合意形成、関係法令手続きのお願い～ 
 

  地域発 元気づくり支援金交付要領 第２の３の選定基準で、「関係者との合意形成が図

られていること、関係法令等に係る諸手続きがなされていること」が定められています。                

検討中の事業についてご留意をお願いします。 

  

（１）模擬店（屋台）等で飲食物を提供する場合 

   ◍ 食品衛生法に基づく食品営業に関する申請が必要な場合があります。 

（２）のぼり旗・看板等を街中に設置する場合 

   ◍ 屋外にのぼり旗・看板等を設置する場合、景観上の規制がある場合があります。 

（３）屋外で音楽を流す（演奏する）場合 

   ◍ 周辺に住む方への迷惑とならないよう配慮をしてください。 

 

（１）道路沿いへ植樹、プランター設置をする場合 

   ◍ 植樹、プランターを設置する場所によっては、道路管理者への申請が必要な場合

があります。 

（２）遊休荒廃地を整備し、農地以外のもの（例えば、地域の公園として活用）にする場合 

◍ 整備する遊休荒廃地の持ち主（地権者）へ、整備の許可と、活用方法の許可を書 

面で得てください。 

◍ 農地法に基づく手続きが必要な場合があります。 

（３）案内板などの看板を設置する場合 

◍ 看板を設置する土地の持ち主の許可を書面で得てください。 

 

上記のほか、様々な事例につきましては、県の各機関へご相談ください。 
（裏面） 

 

「地域発 元気づくり支援金」についてのお問い合わせ先 
        上田地域振興局 企画振興課 

電 話  ０２６８―２５－７１１２（直通） 

F A X  ０２６８－２５－７１１５ 

                E-mail uedachi-kikaku@pref.nagano.lg.jp 

事例１ 地域で催し物（お祭り、野外コンサート、レクリエーション、街内回遊

イベント、その他イベント）を実施 

事例２ 地域の景観を良くするため、地域の街道沿いへの植樹、遊休荒廃地の  

整備、里山の保全を実施 

☞ 

資料 ３ 



① ①

②
②

③

上田地域振興局商工観光課 上田地域振興局林務課

① 振興係 TEL 0268-25-7140 ① 普及林産係 TEL 0268-25-7138

② 林務係 TEL 0268-25-7137

② 工業係 TEL 0268-25-7141 ③ 治山林道係 TEL 0268-25-7139

①
①

② ②

上田農業農村支援センター農業農村振興課 上田農業農村支援センター技術経営普及課 

① 農業振興係 TEL 0268-25-7126 ① 地域係 TEL 0268-25-7156

② 農政係 TEL 0268-25-7125 ② 技術経営係 TEL 0268-25-7157

業
務
内
容

上田地域振興局農地整備課

計画調査係 TEL 0268-25-7130

業
務
内
容

業
務
内
容

上田地域振興局環境課 上田建設事務所建築課

TEL 0268-25-7134 TEL 0268-25-7142

業
務
内
容

業
務
内
容

東信教育事務所 上田地域振興局総務管理課

TEL 0267-31-0250 県民生活係 TEL 0268-25-7113

①

②

③

上田保健福祉事務所 上田建設事務所維持管理課

① 健康づくり支援課 TEL 0268-25-7154 TEL 0268-25-7164

② 食品・生活衛生課 TEL 0268-25-7152

③ 福祉課 TEL 0268-25-7122

連
絡
先

連
絡
先

業
務
内
容

健康づくりに関すること

業
務
内
容

・道路、河川の維持管理に関すること

・食品に関すること
・施設の衛生に関すること ※道路は、３桁国道（国道１８号以外の国

道）・県道、河川は、一級河川をいいます。
・高齢者の福祉に関すること
・障がい者の福祉に関すること

・文化財に関すること
・小・中学校の教育に関すること

多文化共生に関すること

連
絡
先

連
絡
先

　保健、医療、福祉 　安全・安心な地域づくり

・環境保全に関すること
・自然エネルギーに関すること

・景観に関すること（上田市を除く）
・空家対策に関すること
・建築物の耐震改修の促進に関すること
・建築(改修、用途変更、バリアフリー)に関
すること（上田市を除く）

連
絡
先

連
絡
先

　教育・文化

連
絡
先

農地・農業用用排水路等の整備に関するこ
と

連
絡
先

　環境保全・景観形成

連
絡
先

連
絡
先

連
絡
先

　農　　  業
業
務
内
容

・農業農村振興に関すること
・地産地消・６次産業化に関すること

業
務
内
容

農業の担い手確保・育成に関すること

農地に関すること 農業の技術・経営に関すること

～　分 野 別 の 主 な 相 談 窓 口　～

　観光・商工業 林 　　 業

業
務
内
容

・観光に関すること
・商業に関すること
・雇用に関すること 業

務
内
容

・森林づくりに関すること
  (里山整備や松くい虫被害対策等)
・森林や木材の利活用に関すること

・工業に関すること
・地域資源（農林水産品、観光資源、産地
技術）、農商工連携に関すること
・地場産業に関すること

・野生鳥獣の被害対策、ジビエに関すること

・林地開発許可､保安林に関すること


